
血圧計導入促進助成金交付要綱 
 

平成３０年３月１５日制定 

公益社団法人宮城県トラック協会 
 
（目 的） 

第１条 この要綱は、公益社団法人宮城県トラック協会(以下｢宮ト協｣という。)は、運転手が

常に健康管理を意識し安全な運転の促進が図られるよう血圧計の購入に要する費用の一部

を事業者に対し助成金を交付する。 
 

（助成対象者） 

第２条 この要綱による助成対象者は、新たに血圧計を購入したトラック運送事業者（宮ト協

会員以外の事業者にあっては、安全性優良事業所を有し、適正化事業実施機関による巡回指

導の評価が「Ａ」であり、かつ理事会の承認を受けた事業者に限る。）（以下「事業者」とい

う。）とする。 
 
（助成対象機器及び助成額等） 

第３条 助成金交付対象機器は、全日本トラック協会が認めるメーカー・型式とする。 

２ 助成金額は、１機当たり購入価格(消費税を除く)の２分の１とする。ただし１機当たりの

上限を５万円とし、１事業者当たり１機を限度とする。 

なお、助成対象には、血圧計本体のみとし、ロール紙等用品及び周辺機器含まない。 

３ 国からの補助金が交付された機器に対しては、助成金を交付しない。 
 
（助成金の請求及び受付期間） 

第４条 血圧計を受付期間中に購入(リースは対象外)したとき、事業者は、「血圧計導入促進助成

事業実績報告書（助成金交付請求書)・様式１｣により、助成金の請求をする。 

２ 助成金の受付期間は、２０１９年４月１日から２０２０年２月２８日まで(予算枠に達し

たときは、その時点まで)とする。 
 
（助成金交付） 
第５条 前条により実績報告（助成金交付請求）を受けた宮ト協は、速やかにその報告を審査

し、条件に適合すると認めたときは、事業者に助成金を交付する。 
ただし、国等から補助金が交付された場合は、助成金を交付しない。 

 
（助成金の返還） 
第６条 宮ト協は、事業者がこの要綱その他宮ト協が定める事項に違反したとき、又は虚偽その他

不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還

を命じることができる。 
２ 前項の規定により返還を命じられた事業者については、宮ト協が行う助成事業のすべてに係る

申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 
 
（機器の処分の制限） 

第７条 事業者は、交付対象となった機器が設置の日から起算して６年を経過するまでの期間

は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保に供してはならない。ただし、あら

かじめ宮ト協の承認を得た場合はこの限りではない。 
 
（その他必要な事項） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、宮ト協が別

にこれを定める。 
 

附 則  本要綱は２０１９年４月１日から施行する。 



様式１(第４条関係) （受付№    ） 

 

血圧計導入促進助成事業実績報告書 

(助成金交付請求書) 
 

 年  月  日 

  公益社団法人宮城県トラック協会会長 殿 
 

所 在 地 

申請者名称 

代表者氏名                   ○印  
 
 
血圧計を新たに購入したので、「血圧計導入促進助成金交付要綱｣第４条に基づき、下記のとお

り報告・請求します｡ 
 

記 

 
 
１．助成金請求額              円  （千円未満切捨て） 

 
 
２．購 入 明 細 

商 品 名 
メーカー 

型式 

数

量 
購入単価 

（消費税除く） 

申 請 額 
購入価格の 1/2 

かつ５万円を限度 

（千円未満切捨て） 

購入年月 

 

 

１ 円 円 年  月 

 

※ 添付書類  ① 購入に係る請求書の写し。   

② 支払いを証する領収書の写し 

③ 誓約書 

 
 
３．設置営業所名 

設置した営業所名  

 
 
４．振込先及び担当者名  

 
振 
込 
先 

金融機関      銀行･信金     支店  
担  
当  
者  

担当者名   
口座番号  (普通･当座)No 

TEL 番号  －    －  
(フリガナ) 
口座名義 FAX 番号  －    －  

 



【参考書式】 
 

  年  月  日 
 
 

公益社団法人宮城県トラック協会会長 殿  
 

 
 
所  在  地 

申請者名称 

代表者氏名 ㊞ 
 
 
 
 

誓  約  書 
 

  弊社は、下記機器の導入に対して国の補助金交付申請を行わない（行っていない） 
ことをお誓いいたします。 

 
記 

 
１．機 器 名                               

 
 

２．導入年月日      年   月   日 
 
 


